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「厚生年金保険法の標準報酬月額の
等級区分の改定等」に関する意見募
集について

2020年6月23日 No499

 6月23日、「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定
等」に関する意見募集※1が開始されました。

 2020年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、
現在の最高等級（第31等級、62万円）の上に、第32等級、65
万円が追加されます。

 標準賞与額の最高限度額については変更ありません。
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改正案の概要

※1 「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等」に関する意見募集について

現行 改正案の概要

（１） 標準報酬月額の等級区分について
（最高等級） 第31等級 62万円

（２） 標準賞与額の最高限度額について
（最高限度額） 150万円

（１） 標準報酬月額の等級区分について
（最高等級） 第32等級 65万円

（２） 標準賞与額の最高限度額について
（最高限度額） 150万円 （変更なし）

以上

公布日・施行日

 公布日 ： 2020年8月下旬（予定）

 施行日 ： 2020年9月1日 （予定）

 標準報酬月額の上限は、厚生年金被保険者の平均額の概ね2倍となるように設定しています。
なお、年度末時点における厚生年金被保険者の平均額の2倍が、標準報酬月額の上限を上回
る状態が継続すると見込まれる場合は、その年の9月1日から政令で上限を引き上げることがで
きるとされています。（厚生年金保険法第20条第2項）

 2016年度末より2倍を上回る状態が継続しており、2019年度末（2020年3月末）においても同
様の状況であったことから、本改正が行われるものです。
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